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ふるさと振興部学事振興課総括課長 様 

 

教育委員会事務局教職員課総括課長 

 

 

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則の公布について（通知） 

標記規則（令和８年岩手県教育委員会規則第２号）を別添のとおり定め、下記に掲げる規

則の一部を改正しましたので、通知します。 

つきましては、貴所管の私立学校等へ周知くださいますようお願いします。 

記 

１ 改正の趣旨 

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する

法律の施行に伴い、関係規則の整備をするもの。 

２ 改正の内容 

岩手県教育職員免許状に関する規則（昭和 30 年岩手県教育委員会規則第１号）の一部 

改正 

３ 施行日 

  令和８年４月１日 

 

 

 

担当：教職員課免許担当 湯川 

TEL 019-629-6124  


